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だより
健康

　年長児相当年齢のお子さん（２期）は令和7年（２０２5年）
３月３１日まで無料で接種できます。まだ接種していない
人はお急ぎください！

麻しん　感染力がインフルエンザの８倍と、とても強く、
また患者１,０００人に１人が脳炎を併発すると言われてい
ます。
風しん　妊婦がかかると、お腹の赤ちゃんの目や耳に影
響を与え、障がいが生じることがあります。
対平成３０年４月２日～平成３１年４月１日生まれ（年長児）
場守口・門真・寝屋川・大東・四條畷市の各委託医療機関
注�明らかに発熱している、重い急性疾患にかかっている、

接種時の体調により医師が不適当な状態と判断した、
予防接種によって強いアレルギー反応を起こしたこと
がある人は、予防接種を受けられない場合があります。

備�麻しん・風しん予防接種は、混合ワクチン接種が原則
です。麻しん、風しんのどちらかの病気にかかった人
は、かかっていない方の単抗原ワクチンの接種を受け
ることができます。

持母子健康手帳
　詳細は市ホームページをご覧ください。

　４月１日より大阪府受動喫煙防止条例が全面施行され、
現状、喫煙をしながら飲食が可能な飲食店のうち、客席
面積３０㎡超の飲食店は「原則屋内禁煙」とたばこのルー
ルが変わります。皆さんも改めてルールを確認し、望ま
ない受動喫煙防止にご協力をお願いします。

問大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤル
℡０６－６９４４－８２２４

申・問市民保健センター（健康推進課）   ℡０６－６９９２－２２１7
場大宮通１-１３-7

麻しん・風しんの予防接種

飲食店のたばこのルールが変わります
～みんなで守ろう！たばこのルール～

●休日応急診療所
　場大宮通１－１３－7（市民保健センター内）
▽内科・小児科　℡０６－６９９８－９９７０
土曜日……１８：００～２０：３０

　日・祝日…１０：００～１２：００、１３：３０～１６：３０
　　　　　１８：００～２０：３０

▽歯科　　　　  ℡０６－６９９８－９９４５
　日・祝日…１０：００～１１：３０、１３：００～１６：３０

●北河内こども夜間救急センター
　場枚方市禁野本町２－１４－１６
　　枚方市医師会館１階
▽小児科　℡０７２－８４０－７５５５
受付時間（毎日）２０：３０～翌日６：３０
備診療は２１：００～翌日7：００
注すべての診察に健康保険証持参。
　往診はしません。
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相談内容 場所 相談日 受付時間3月

医師による健康相談
市民保健センター 5日・１２日・（水） １４：００～１5：００

さんあい広場「さた」
（佐太小学校東側） ２６日（水） １４：００～１5：００

ぜんそく健康相談 市民保健センター １４：００～１5：００

歯科健康相談 歯科休日応急診療所
（市民保健センター１階） ２３日（日） １０：００～１１：３０

保健師による電話での健康相談 市民保健センター 月～金（祝日を除く）   ９：００～１7：００
注暴風警報発令により中止になる可能性がありますので、最新の情報は市ホームページなどで確認してください。

健康相談� 問健康推進課   ℡０６－６９９３－２０９８

大阪府守口保健所の各種相談など

内容 とき（祝日を除く） 費用 予約 連絡先

ＨＩＶ検査（匿名可）
梅毒・クラミジアの同時検査可

原則、第２・第４月曜日
１０：００～１１：００

無料
（注１） 不要 地域保健課

℡０６－６９９３－３１３３
こころの健康相談 月～金曜日 ９：００～１7：４5 無料 必要

水質検査、検便検査 火曜日（月２回） ９：３０～１１：３０ 有料
（注２） 問い合わせ 衛生課

℡０６－６９９３－３１３４

（注１）有料の場合もあり　（注２）検査容器は保健所で用意

健診名 とき 受付時間 場所 備考3月 4月

4カ月児
健康診査

２7日（木） ２４日（木）   ９：３０～１０：３０ 守口市立図書館
（要予約）

対象児には、
案内（問診票）を

発送します。

１３日（木）・１８日（火） １０日（木）・１5日（火）   ９：３０～１０：３０

市民保健センター

１歳６カ月児
健康診査 ６日・１３日（木） ３日・１7日（木）

１３：００～１４：００２歳６カ月児
歯科健康診査 7日・２１日（金） ４日・１８日（金）

3歳６カ月児
健康診査 １４日・２８日（金） １１日・２5日（金）

乳児後期
健康診査 通年（受診期間は、生後９カ月～１歳未満の間） 府内委託医療機関

受診票を４カ月児
健康診査受診時に

渡します。

妊婦歯科
健康診査
（予約制）

２３日（日）   ９：４5～１０：００

市民保健センター

申し込みはこちら
➡

２３日（水） １３：４5～１４：００

注暴風警報発令などにより中止になる可能性がありますので、最新の情報は市ホームページなどで確認してください。

妊婦歯科・乳幼児健康診査� 問こども家庭センター（あえる）   ℡０６－６９９5－7８３３

～対象者には個別通知を送付しています。～
　ＨＰＶワクチンは、定期接種の機会を逃した人につい
て、令和４年４月から令和7年３月末までの間、キャッチ
アップ接種を実施中です。以下に該当する人については、
期間終了後１年間、残り回数を無料で受けられる経過措
置の対象となります。期間中、一度も接種していない人
は、令和7年度３月末までに接種開始することを検討し
てください。
対�①キャッチアップ接種対象者（平成９年４月２日～平成

２０年４月１日の間に生まれた女性）で、令和４年４月１日
～令和7年３月３１日の間にＨＰＶワクチンを１回以上接
種し、３回接種未完了の人
　 ②令和６年度が定期接種の最終年度（平成２０年４月２日

～平成２１年４月１日の間に生まれた女性）で、令和４年
４月１日～令和7年３月３１日の間にＨＰＶワクチンを１回
以上接種し、３回接種未完了の人

場�市内委託医療機関および門真・寝屋川・大東・四條畷市
の各委託医療機関
経過措置の期間　 令和８年３月３１日（火）まで
　詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。

子宮頸
けい
がん予防ワクチン（ＨＰＶワクチン）の

キャッチアップ接種期間終了後の
経過措置について

ＨＰＶワクチン
（子宮頸がん予防ワクチン）の

キャッチアップ接種

受動喫煙防止対策に関する
ホームページ


